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平成 22 年７月 16 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 きらやか銀行 

代 表 者 名 取締役頭取 粟野 学 

コード番号 ８５２０ 東証第二部 

問 合 せ 先 経営企画部長  川越 浩司 

      （電話番号 ０２３－６３１－０００１） 

 

内部管理態勢の充実・強化に関する業務改善命令について 
 
 平成 22 年 4 月に公表いたしました北営業部での当行元行員による不祥事件の発生に対し、
本日、内部管理態勢が不十分であるとして、東北財務局長より業務改善命令を受けました。 
 日頃から当行をご愛顧いただいておりますお客様をはじめ、地域の方々、株主の皆様方に多大な
るご迷惑、ご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。 
 今回、業務改善命令を受けましたことは、行員の人事管理面で不徹底な点がありましたことや内
部監査機能が不十分であったこと、そして営業店における不適切な事務処理等、経営陣による適切
な業務運営態勢の構築への取り組みが不十分であったことが原因と反省しております。 
 当行は、これまでも法令等遵守を経営の最重点課題と位置付け、経営管理態勢の強化に努めて
まいりましたが、この命令を真摯に受け止め、内部管理態勢のさらなる充実・強化を図ってま
いります。 
 

記 
１． 業務改善命令の内容 
 
(1) 法令等遵守態勢を確立し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から内

部管理態勢を充実・強化すること。 
 

  ①経営管理態勢及び法令等遵守態勢の強化に向けた経営姿勢の明確化 

  ②全行的な法令等遵守態勢の確立 

  ③実効性のある不祥事件防止策の策定 

  ④営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化 

  ⑤内部監査機能の充実・強化及び適切な人事管理の実践 
 
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成 22 年 8 月 16 日（月）までに提出し、直ちに実行す

ること。 
 
(3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状況を

翌月 10 日までに報告すること。（初回報告基準日を平成 22 年 9 月末とする。） 
 
 
２． 不祥事件の概要 
 

当事者 北営業部に課長代理として勤務していた元職員 
（平成 22 年 3 月 31 日付で懲戒解雇） 

発生支店 北営業部他 
発覚の経緯 お客様から定期預金証書を受領していないとの申し出があり、

内部調査したところ預金の着服が発覚いたしました。 
発生期間 平成 18 年 4 月～平成 22 年 3 月 
着服金額 着服金額累計 7,725 万円 

実損金額    741 万円 
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３． 当行の対応 
当行は、今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、行内教育の実効性向上、内部相互牽制機

能の発揮や組織的に連携した対応が十分機能するように、経営陣が率先して適切な業務運
営態勢の構築を着実に進めてまいります。 

平成 22 年 4 月の公表以降、すでに以下の（1）～(5)などの改善策を実施しております。
また、内部管理態勢の充実・強化に関するさらなる措置を早急に検討し、8 月 16 日までに
提出する業務改善計画に織り込む予定であります。 

 
(1)「不祥事件撲滅プロジェクトチーム」の設置 

今回発覚した事象を踏まえ、不祥事件を発生させない企業風土の確立を内外に宣言し、
その実現を図るため行内に平成 22 年 4 月 12 日「不祥事件撲滅プロジェクトチーム」を設
置いたしました。 

構成メンバーは、リスク管理部担当役員をチームの責任者として本部部長 7 名でありま
す。 

各業務横断的なメンバーで構成され、本件を含む不祥事件発生の原因となった当行の法
令等遵守態勢、内部監査態勢及び経営管理態勢上の問題点を分析し、その対応に着手して
おります。 
 

 (2)「3 つの約束運動」の実施 
「きらやか 3 つのお約束」を定め、平成 22 年 4 月 30 日に公表いたしました。行内ポス

ター掲示、ステッカー作成、封筒、名刺等可能な限り目につくところに貼り、コンプライ
アンス重視、『お預かりする場合全てに「預り証」を発行いたします。』等ルール遵守の
周知徹底を図ることといたしました。 
 

(3)お客様の声専用ダイヤルの設置 
お客様からの通報制度的仕組みとして「お客様の声専用ダイヤル」を設置し、平成 22 年 4

月 30 日、内外に公表いたしました。今回の不祥事件の発覚が遅れた原因の一つである預り証
を発行しないという不正行為等の防止・抑止に繋がる改善策と考えております。 

 
(4)コンプライアンス研修の実施 
  平成 22 年 7 月に不祥事件の撲滅とコンプライアンス意識の醸成を図るため、役員・管理職
を対象に不祥事件防止の観点から全社的内部統制の重要性等に関して、外部講師による研修会
を実施いたしました。 
 
(5)内部監査態勢の強化 

内部監査について、従来の事務検査主体の監査から監査の項目を絞り込み、深度を深めるこ
とで不正防止の監査態勢を構築いたしました。 

 
(6)人事管理面の徹底 

同一部署等に長期で勤務している行員を計画的かつ早急に人事異動等実施してまいります。
また、行員の実状把握と日頃からのコミュニケーションの活性化策を講じてまいります。 

 
 

以 上 
 

本件に関するお問合せ先 
 

経営企画部 ０２３（６２８）３９８９ 


